
告 示

�愛媛県告示第４００号
愛媛県植物くん蒸所の指定管理者との協議により、公の施設の指

定管理者の指定を次のとおり取り消した。

平成２８年４月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県植物くん蒸所

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市大可賀二丁目１番２８号

愛媛エフ・エー・ゼット株式会社

３ 取り消した年月日

平成２８年３月３１日

�������
�愛媛県告示第４０１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２８年４月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ダイレックス三津店

松山市高山町３３７０番 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

大和リース株式会社

大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号

代表取締役 森田 俊作

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

ダイレックス株式会社

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地

代表取締役 貞方 宏司

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２８年１１月２６日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，２８９平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５８台

イ 駐輪場の収容台数

２０台

ウ 荷さばき施設の面積

７０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１１．３２立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２８年３月２５日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

発 行 愛 媛 県
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媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第４０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

東温市北方地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第

５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

覧に供する。

平成２８年４月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・北方東谷地区）計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成２８年４月６日から５月９日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

�������
�愛媛県告示第４０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

東温市下林地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第

５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

覧に供する。

平成２８年４月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・下林岡地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成２８年４月６日から５月９日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

�������
�愛媛県告示第４０４号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２８年４月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４０５号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２８年４月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市朝倉北乙２６の１、乙２６の４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び今治市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４０６号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２８年４月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市丹原町臼坂甲５１４、丁５０２

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

丹原町臼坂甲５１４・丁５０２（以上２筆について次の図に示す

部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４０７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第４２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを承認した。

平成２８年４月５日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 埋立ての承認を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用道路整備事業 元怒和地区（松山
市） 平成２７年１１月２４日

農業用用排水施設整備事業 元怒和地区（松山
市） 平成２７年１１月２４日

愛 媛 県 報平成２８年４月５日 第２７６２号
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あっては、その代表者の氏名及び住所

国土交通省四国地方整備局

香川県高松市サンポート３番３３号

代表者 国土交通省四国地方整備局長 石橋 良啓

香川県高松市番町４丁目１５番１８号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

愛媛県西条市今在家１５０７番及び１４３８番に接する無番地の地

先公有水面

イ 区域

次の各地点のうち①の地点から⑧の地点までを順次に結ん

だ線、⑧の地点と⑨の地点を結ぶ昭和４５年７月１８日付け愛媛

県指令港第１５１号で竣功認可された埋立地と公有水面の境界

線（Ｄ．Ｌ．＋３．７２メートルにより決定）及び①の地点と⑨

の地点を結ぶ平成２７年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．４４メー

トル）における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区

域

基点（愛媛県西条市氷見字大黒新田戊９５番地の国土地理院

蛭子四等三角点）は、北緯３３度５５分１５秒０７９９、東経１３３度０７

分３３秒２８５７の地点

①の地点は、基点から真北３２１度２９分２４秒１，０８３．４３メート

ルの点

②の地点は、①の地点から真北２６４度３６分１１秒８０．４６メート

ルの地点

③の地点は、②の地点から真北３５４度３６分１１秒２．１２メート

ルの地点

④の地点は、③の地点から真北２６４度３６分１１秒３．８８メート

ルの地点

⑤の地点は、④の地点から真北３５４度３６分１１秒４９．９０メート

ルの地点

⑥の地点は、⑤の地点から真北８４度３６分１１秒４０．１０メート

ルの地点

⑦の地点は、⑥の地点から真北３５４度３６分１１秒２２０．１０メー

トルの地点

⑧の地点は、⑦の地点から真北８４度３６分１１秒１５．１７メート

ルの地点

⑨の地点は、⑧の地点から真北１６２度４６分５７秒１４２．７８メー

トルの地点

ウ 面積

９，９４３．３９平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

愛媛県西条市今在家１５０７番、１４３８番、１２４１番３、１２４１番４、

１４５８番１、１３６４番２、１３６４番３、１４５９番１、１３６５番５、１３６５

番４、１３６５番２、１３７０番２、１５００番５、１５０２番及び１４３８番に

接する無番地の地内並びに１５０７番、１５０２番及び１４３８番に接す

る無番地の地先公有水面

イ 区域

次の各地点のうち、○アの地点から○クの地点までを順次に結

んだ線及び○アの地点と○クの地点を結んだ線により囲まれた区

域

基点（愛媛県西条市氷見字大黒新田戊９５番地の国土地理院

蛭子四等三角点）は、北緯３３度５５分１５秒０７９９、東経１３３度０７

分３３秒２８５７の地点

○アの地点は、基点から真北３１７度１５分５０秒９５５．３９メートル

の地点

○イの地点は、○アの地点から真北２６４度３６分１１秒２４６．７４メー

トルの地点

○ウの地点は、○イの地点から真北３５４度３６分１１秒５７０．００メー

トルの地点

○エの地点は、○ウの地点から真北８４度３６分１１秒２１９．３０メート

ルの地点

○オの地点は、○エの地点から真北１７４度３６分１１秒１２４．００メー

トルの地点

○カの地点は、○オの地点から真北８４度３６分１１秒３９．０８メート

ルの地点

○キの地点は、○カの地点から真北１７４度３８分２２秒１６４．７２メー

トルの地点

○クの地点は、○キの地点から真北１９７度３１分４９秒３１．４６メート

ルの地点

ウ 面積

１３９，２１３．０６平方メートル

３ 埋立地の用途

ふ頭用地

４ 埋立承認年月日

平成２８年３月２８日

�������
�愛媛県告示第４０８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

平成２８年４月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量「電子国土基本図（地図情報）」及び

「国土広域情報」修正測量

２ 作業期間 平成２８年４月１日から

平成２９年３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県内全域

�������
�愛媛県告示第４０９号
新居浜市多喜浜土地改良区から認可申請のあった土地改良事業

（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２８年４月５日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新居浜市多喜浜土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計

画書の写し

� 新居浜市多喜浜土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２８年４月６日から５月９日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所本庁

愛 媛 県 報平成２８年４月５日 第２７６２号
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�愛媛県告示第４１０号
新居浜市吉岡泉土地改良区から認可申請のあった土地改良事業

（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２８年４月５日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新居浜市吉岡泉土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計

画書の写し

� 新居浜市吉岡泉土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２８年４月６日から５月９日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所本庁

�������
�愛媛県告示第４１１号
西条市小松町第五土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（ほ場整備・徳重地区）の廃止は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成２８年４月５日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（ほ場整備・徳重地区）計画書の写し

� 西条市小松町第五土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２８年４月６日から５月９日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁、東予総合支所及び小松総合支所
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建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２８年４月５日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２８年３月２９日

３ 指定道路の位置

四国中央市中曽根町字寒柿１３３６番１の一部、１３３７番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ７６．２３メートル

� 幅員 ５．１５メートル

平成２８年４月５日 発行
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